
 

公  告 
 

 

 苅田港における関税法第２４条第１項の規定に基づく「外国往来船等と陸地との間の交通

場所」、「貨物の積卸場所（船用品、機用品及び携帯品を除く。）」及び「船用品、機用品及び

携帯品の積卸場所」について、下記のとおり改正し、令和８年１月１日から適用することと

したので、同法施行令第２２条第１項の規定に基づき公告する。 

 

記 

 

（１）外国往来船等と陸地との間の交通場所 

場  所  の  名  称 所 在 地 備  考 

 

本港浮さん橋 

 

 

本港メインゲート 

 

 

新松山１３号岸壁メインゲート 

 

 

松山メインゲート 

 

 

南港７号Ｃ岸壁メインゲート 

 

 

南港１０号岸壁（全長３４０メートル） 

 

 

ＵＢＥ三菱セメント株式会社九州工場苅

田第二地区積出桟橋１号ゲート 

 

日産自動車株式会社九州工場専用岸壁

（全長５３０メートル） 

 

 

福岡県京都郡苅田町港町

１番地 

 

福岡県京都郡苅田町港町

２３番地 

 

福岡県京都郡苅田町新松

山４丁目１番地 

 

福岡県京都郡苅田町鳥越

町地先 

 

福岡県京都郡苅田町新浜

町８番１３地先 

 

福岡県京都郡苅田町新浜

町８番地１ 

 

福岡県京都郡苅田町長浜

町７番地 

 

福岡県京都郡苅田町新浜

町８番地３ 

 

 

 

 

岸壁けい留船と交通す

る者に限る。 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

桟橋けい留船と交通す

る者に限る。 

 

岸壁けい留船と交通す

る者に限る。 

 

 を 

場  所  の  名  称 所 在 地 備  考 

 

本港浮桟橋 

 

福岡県京都郡苅田町港町

 

 



 

 

本港７号、同１０号及び同１３号岸壁の

間に設置されたソーラスフェンスに設け

られたゲート 

 

南港１０号岸壁（全長３４０メートル） 

 

 

南港７号Ｃ岸壁に設置されたソーラスフ

ェンスに設けられたゲート 

 

松山木材岸壁に設置されたソーラスフェ

ンスに設けられたゲート 

 

新松山１３号岸壁に設置されたソーラス

フェンスに設けられたゲート 

 

日産自動車株式会社九州工場専用岸壁

（全長５３０メートル） 

 

ＵＢＥ三菱セメント株式会社九州工場苅

田第一地区専用第４号桟橋（全長１８５

メートル） 

 

１番地 

 

福岡県京都郡苅田町港町

２３番地 

 

 

福岡県京都郡苅田町新浜

町８番１４ 

 

福岡県京都郡苅田町新浜

町８番１３地先 

 

福岡県京都郡苅田町鳥越

町地先 

 

福岡県京都郡苅田町新松

山４丁目１番地 

 

福岡県京都郡苅田町新浜

町８番地３ 

 

福岡県京都郡苅田町松原

町１２番地 

 

 

岸壁けい留船と交通す

る者に限る。 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

桟橋けい留船と交通す

る者に限る。 

 に改める。 

 

 

（２）貨物の積卸場所（船用品、機用品及び携帯品を除く。） 

場  所  の  名  称 所 在 地 備  考 

 

本港第７号岸壁（全長１３０メートル）、

同第１０号岸壁（全長３７０メートル）、

及び同第１３号岸壁（全長２６０メート

ル） 

 

新松山１３号岸壁（全長２６０メートル） 

 

 

松山木材岸壁（全長１８５メートル） 

 

 

松山ドルフィン 

 

 

ＵＢＥ三菱セメント株式会社九州工場苅

田第一地区専用第３号桟橋(全長６１メ

 

福岡県京都郡苅田町港町

２３番地 

 

 

 

福岡県京都郡苅田町新松

山４丁目１番地 

 

福岡県京都郡苅田町鳥越

町地先 

 

福岡県京都郡苅田町松山

町地先 

 

福岡県京都郡苅田町松原

町１２番地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＵＢＥ三菱セメント株

式会社九州工場苅田第



ートル)、第４号桟橋（全長１８５メート

ル）及び第５号桟橋（全長１１５メート

ル） 

 

ＵＢＥ三菱セメント株式会社九州工場苅

田第二地区積出桟橋１号 

 

 

 

南港７号Ｃ岸壁（全長１３０メートル） 

 

 

南港第１０号岸壁（全長３４０メートル） 

 

 

日産自動車株式会社九州工場専用岸壁

（全長５３０メートル） 

 

 

 

 

 

福岡県京都郡苅田町長浜

町７番地 

 

 

 

福岡県京都郡苅田町新浜

町８番１３地先 

 

福岡県京都郡苅田町新浜

町８番地１ 

 

福岡県京都郡苅田町新浜

町８番地３ 

一地区に搬出入する貨

物に限る。 

 

 

ＵＢＥ三菱セメント株

式会社九州工場苅田第

二地区に搬出入する貨

物に限る。 

 

 

 を 

場  所  の  名  称 所 在 地 備  考 

   

本港１３号岸壁（全長２６０メートル） 

 

 

本港７号岸壁（全長１３０メートル）及び

同１０号岸壁（全長３７０メートル） 

 

南港１０号岸壁（全長３４０メートル） 

 

 

南港７号Ｃ岸壁（全長１３０メートル） 

 

 

松山木材岸壁（全長１８５メートル） 

 

 

新松山１３号岸壁（全長２６０メートル） 

 

 

日産自動車株式会社九州工場専用岸壁

（全長５３０メートル） 

 

ＵＢＥ三菱セメント株式会社九州工場苅

田第一地区専用第４号桟橋（全長１８５

メートル） 

 

福岡県京都郡苅田町港町

２３番８ 

 

福岡県京都郡苅田町港町

２３番地 

 

福岡県京都郡苅田町新浜

町８番１４ 

 

福岡県京都郡苅田町新浜

町８番１３地先 

 

福岡県京都郡苅田町鳥越

町地先 

 

福岡県京都郡苅田町新松

山４丁目１番地 

 

福岡県京都郡苅田町新浜

町８番地３ 

 

福岡県京都郡苅田町松原

町１２番地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＵＢＥ三菱セメント株

式会社九州工場苅田第

一地区に搬出入する貨

物に限る。 

 



 に改める。 

 

 

（３）船用品、機用品及び携帯品の積卸場所 

場  所  の  名  称 所 在 地 備  考 

 

本港浮さん橋 

 

 

本港第７号岸壁（全長１３０メートル）、

同第１０号岸壁（全長３７０メートル）、

及び同第１３号岸壁（全長２６０メート

ル） 

 

新松山１３号岸壁（全長２６０メートル） 

 

 

松山木材岸壁（全長１８５メートル） 

 

 

南港７号Ｃ岸壁（全長１３０メートル） 

 

 

南港第１０号岸壁（全長３４０メートル） 

 

 

日産自動車株式会社九州工場専用岸壁

（全長５３０メートル） 

 

 

福岡県京都郡苅田町港町

１番地 

 

福岡県京都郡苅田町港町

２３番地 

 

 

 

福岡県京都郡苅田町新松

山４丁目１番地 

 

福岡県京都郡苅田町鳥越

町地先 

 

福岡県京都郡苅田町新浜

町８番１３地先 

 

福岡県京都郡苅田町新浜

町８番地１ 

 

福岡県京都郡苅田町新浜

町８番地３ 

 

 

 

 

 

岸壁けい留船に積卸し

するものに限る。 

 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 を 

場  所  の  名  称 所 在 地 備  考 

 

本港浮桟橋 

 

 

本港１３号岸壁（全長２６０メートル 

 

 

本港７号岸壁（全長１３０メートル）及び

同１０号岸壁（全長３７０メートル） 

 

南港１０号岸壁（全長３４０メートル） 

 

 

南港７号Ｃ岸壁（全長１３０メートル） 

 

 

 

福岡県京都郡苅田町港町

１番地 

 

福岡県京都郡苅田町港町

２３番８ 

 

福岡県京都郡苅田町港町

２３番地 

 

福岡県京都郡苅田町新浜

町８番１４ 

 

福岡県京都郡苅田町新浜

町８番１３地先 

 

 

 

 

 

岸壁けい留船に積卸し

するものに限る。 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 



松山木材岸壁（全長１８５メートル） 

 

 

新松山１３号岸壁（全長２６０メートル） 

 

 

日産自動車株式会社九州工場専用岸壁

（全長５３０メートル） 

 

ＵＢＥ三菱セメント株式会社九州工場苅

田第一地区専用第４号桟橋（全長１８５

メートル） 

 

福岡県京都郡苅田町鳥越

町地先 

 

福岡県京都郡苅田町新松

山４丁目１番地 

 

福岡県京都郡苅田町新浜

町８番地３ 

 

福岡県京都郡苅田町松原

町１２番地 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

桟橋けい留船に積卸し

するものに限る。 

 

に改める。 

 

 

                          令和７年１２月２５日   

                    門司税関長 弓削 州司 


